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法令番号等 日　付 件　名

総務省令第34号 ６月１日 ○消防法施行規則等の一部を改正する省令

消防庁告示第11号 ６月１日 ○非常警報設備の基準の一部を改正する件

消防庁告示第12号 ６月１日 ○消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様
式の一部を改正する件

消防庁告示第13号 ６月１日 ○消防法施行令第36条の２第１項各号及び第２項各号に掲げる消防用設備等に類する
ものの一部を改正する件

法律第67号 ６月27日 ○建築基準法の一部を改正する法律※

官庁事項 ６月29日 ○消防庁国民保護計画の変更について

■平成30年６月の法令等の改正

※消防法第７条第１項ただし書きの改正

■通達・通知等

	 平成30年６月１日　消防予第369号〔	各都道府県知事、各指定都市市長宛　消防庁次長〕
消防法施行規則等の一部を改正する省令（平成30
年省令第34号。以下「改正規則」という。）が平成30
年６月１日に公布されました。
今回の改正は、
•�住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）が平成30
年６月15日に施行され、住宅宿泊事業法の施行期
日を定める政令（平成29年政令第272号）により、
住宅宿泊事業に係る事前の届出が同年３月15日か
ら開始されることが決定されたこと
•�旅館業法施行令の一部を改正する政令（平成28年
政令第98号）が平成28年４月１日に施行され、客
室の最低面積基準が収容定員一人当たり3.3㎡以上
とするよう緩和されたとともに、「簡易宿所営業に
おける玄関帳場等の設置について」（平成29年12
月15日付け生食発1215第３号）により、複数の
簡易宿所において共同で玄関帳場等を設置する場合
の取扱いについて示されたこと
等に伴い、共同住宅の一部が消防法施行令（昭和36

年政令第37号。以下「令」という。）別表第一（５）項
イの用途に供される防火対象物が今後増加すること
が想定されることから、こうした施設における消防
用設備等の設置基準を合理化する等の整備を行うも
のです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その
運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事にお
かれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を
処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨
周知されるようお願いします。

記
第一　消防法施行規則（昭和36年総務省令第６号。以
下「規則」という。）に関する事項（改正規則第１条関係）
１　スプリンクラー設備の設置基準の見直しについて
11階建て以上の共同住宅の一部を令別表第一（５）
項イとして利用することで、当該施設が令別表第一
（16）項イ（規則第13条第１項第２号に規定する小規

○消防法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
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模特定用途複合防火対象物を除く。以下同じ。）に位置
付けられることとなる結果、10階以下の階の部分に
もスプリンクラー設備の設置が義務付けられるが（令
第12条第１項第３号）、当該部分へのスプリンクラー
設備の設置を免除する条件を新たに規定したこと（令
第12条第１項第10号及び同項第11号ハの要件に該
当する場合を除く。）。
２　誘導灯の設置基準の見直しについて
共同住宅の一部を令別表第一（５）項イとして利用す

ることで、令別表第一（16）項イに位置付けられるこ
ととなる結果、当該防火対象物全体に誘導灯の設置が
義務付けられるが（令第26条第１項第１号）、10階以
下の階の誘導灯の設置を免除する条件を新たに規定し
たこと。
３　その他の事項
その他関係規定について所要の規定の整備を図るこ

ととしたこと。
第二　特定共同住宅等における必要とされる防火安全
性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
（平成17年総務省令第40号）に関する事項（改正規則
第２条関係）
１　対象となる施設の追加について
令第29条の４第１項の規定に基づき、特定共同住

宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防
の用に供する設備等を設置することができる施設とし
て、新たに共同住宅の一部を令別表第一（５）項イとし
て利用する防火対象物を加えることとしたこと。

２�　共同住宅用スプリンクラー設備による代替の基準
について
令別表第一（16）項イである10階建て以下の特定
共同住宅等において、令別表第一（５）項ロ部分に必要
となるスプリンクラー設備の共同住宅用スプリンク
ラー設備による代替を認めるようにしたこと。
３　その他の事項
その他関係規定について所要の規定の整備を図るこ
ととしたこと。
第三　特定小規模施設における必要とされる防火安全
性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
（平成20年総務省令第156号）に関する事項（改正規
則第３条関係）
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能
を有する消防の用に供する設備等として特定小規模施
設用自動火災報知設備を用いることができる施設に、
延べ面積が300㎡以上500㎡未満の共同住宅の一部
を令別表第一（５）項イとして利用する防火対象物（令
別表第一（５）項イの部分の床面積が300㎡未満のも
のに限る。）を加えることとしたこと。
第四　施行期日等に関する事項（改正規則附則関係）
１　施行期日に関する事項
公布の日から施行することとしたこと。
２　その他の事項
今回の改正規則の基本的な考え方や具体例について
は、別途事務連絡を参考にされたいこと。

	 平成30年６月１日　事務連絡〔	各都道府県消防防災主管課、東京消防庁・各指定都市消防本部宛　消防庁予防課〕
「消防法施行規則等の一部を改正する省令等の公布
について」（平成30年６月１日付け消防予第369号）
により、消防法施行規則の一部を改正する省令等の公
布について通知したところですが、改正後の消防法施
行規則等の基本的な考え方や具体例等について別紙１
のとおり参考資料を作成しましたので送付します。
また、当該改正内容を含め、民泊の消防法上の取り

扱い等について別紙２のとおり、リーフレットを作成
しましたので防火対象物の関係者への説明等にご活用
ください。

なお、これらの内容については、消防庁ホームペー
ジにまとめて掲載しています。
〈http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/
fieldList4_19.html〉
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都
道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組
合等を含む。）に対して、この旨周知していただきます
ようお願いします。

○消防法施行規則等の一部を改正する省令等の参考資料の送付について
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１　改正理由
⑴　背景
住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）が平成30
年６月15日に施行され、住宅宿泊事業に係る事前の
届出が同年３月15日に開始された（住宅宿泊事業法
の施行期日を定める政令（平成29年政令第272号））。
また、旅館業法施行令の一部を改正する政令（平成28
年政令第98号）が平成28年４月１日に施行され、客
室の最低面積基準が収容定員一人当たり3.3㎡以上と
するよう緩和されるとともに、「簡易宿所営業におけ
る玄関帳場等の設置について」（平成29年12月15
日付け生食発1215第３号）において複数の簡易宿所
において共同で玄関帳場等を設置する場合の取り扱い
について示された。

【消防法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について（参考資料）】

これらに伴い、今後消防法施行令（昭和36年政令第
37号。以下「令」という。）別表第一（５）項ロの用途
に供される防火対象物の一部が同表（５）項イの用途に
供されるものが増加することが想定されることから、
こうした防火対象物における消防用設備等の設置基準
を合理化等するため、消防法施行規則（昭和36年自治
省令第６号。以下「規則」という。）等を改正したもの
である。
⑵　問題点
令別表第一（５）項ロの用途に供される防火対象物等
に同表（５）項イの用途に供される部分が入居すること
により、以下のように消防用設備等の設置基準が強化
される。

別紙１

※　小規模特定用途複合防火対象物となる場合を除く。
⇒�　小規模特定用途複合防火対象物とは、令別表第一（16）項イに掲げる防火対象物のうち、同表（１）項から（４）項まで、
（５）項イ、（６）項又は（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象
物の延べ面積の10分の１以下であり、かつ、300㎡未満であるものをいう。

消防用設備等
（５）項ロ
（共同住宅）

スプリンクラー設備 11階以上の階

誘導灯
地階・無窓階・11階以上

の階

特定共同住宅等の省令
（40号省令）

適用可
（区画や内装制限等により、
消防用設備等の免除や簡易
な設備への代替が可能）

自動火災報知設備 500㎡以上

（16）項イ
（特定複合用途防火対象物）

全ての階※

（11階建て以上の場合）

全ての階※

適用不可

300㎡以上

➡
⇒改正事項①

⇒改正事項③

⇒改正事項②

（５）項イが
入居した場合

〈（５）項イの入居による消防用設備等の設置基準の強化〉
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要件 スプリンクラー設備 誘導灯

① 居室（（５）項ロの用途に供される部分を含む）を耐火構造の壁及び床で区画

② 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料（地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料）

③ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が８㎡以下であり、かつ、一の開口部の面積が４㎡以下

④
③の開口部は、特定防火設備である防火戸（廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあっては、防火
シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置付き又は一定の構造を有するもの
※一定の条件に適合する場合は防火戸でも可

⑤
住戸利用施設の各独立部分（構造上区分された数個の
部分の各部分で独立して当該用途に供されることができ
るものをいう。）の床面積がいずれも100㎡以下

住戸利用施設の主たる出入口が、直接外気に開放され、
かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出
することができる廊下、階段その他の通路に面している

２�　【改正事項①】スプリンクラー設備・誘導灯の設
置を要しない階に関する事項

　�（規則第13条第１項第１号の２、規則第28条の２
第１項第４号の２・第２項第３号の２関係）

【改正概要】
11階建て以上で令別表第一（５）項ロの用途に供さ

れる部分が存する同表（16）項イの防火対象物のう
ち、同表（５）項イ並びに（６）項ロ及びハ（居住型福祉

施設※に限る。）の用途に供される部分（以下「住戸利
用施設」という。）が存するものについて、一定の区画
を設けた場合には特定階を除く10階以下の階のスプ
リンクラー設備及び誘導灯の設置を免除する。
※有料老人ホーム､ 福祉ホーム､ 認知症対応型老人共
同生活援助事業を行う施設又は共同生活援助を行う施
設をいう。

〈スプリンクラー設備・誘導灯の設置が必要な階〉

〈一定の区画の要件〉

【スプリンクラー設備】 【誘導灯】

10階以下の各部分を区画することにより、次の階を
除く10階以下の階を免除
•�住戸利用施設の床面積の合計が3,000㎡以上とな
る防火対象物の階のうち、当該部分が存する階

•�住戸利用施設が1,000㎡以上存する地階・無窓階
及び1,500㎡以上存する４階以上10階以下の階

10階以下の各部分を区画することにより、次の階を
除く10階以下の階を免除
•住戸利用施設が存する階（注）

•地階・無窓階
（注）�住戸利用施設の利用者が使用する部分が存する

階のことであり、当該利用者が使用しない共用の
機械室等及び複数階にわたる階段等の共用部分
並びに（５）項ロの用途に供される部分のみが存す
る階は当該階には該当しない。

■：スプリンクラー設備の設置
が必要な部分

■：誘導灯の設置が必要な部分
■：一定の区画（下表参照）
※全体（16）項イ
※空白の区画は（5）項ロ

11階以上の階

（５）項イ

（６）項ロ （５）項イ

11階以上の階

（５）項イ

（６）項ロ （５）項イ

｝無窓階
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３�　【改正事項②】「特定共同住宅等における必要とさ
れる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
に関する省令」（平成17年総務省令第40号。以下
「40号省令」という。）に関する事項

【改正概要】
40号省令を適用することができる防火対象物に、

令別表第一（５）項ロの用途に供される防火対象物の一
部を同表（５）項イの用途に供される部分として使用す
るものを追加するとともに、一定規模以上の住戸利用
施設が入居した場合におけるスプリンクラー設備の設
置基準を整備する。

①　（５）項ロに掲げる防火対象物
②　以下の要件に適合する（16）項イに掲げる防火対象物
　•�（５）項イ及びロ並びに（６）項ロ及びハ（居住型福祉施設に限る。）の用途以外の用途に供される部分が存しない
　•住戸利用施設の各独立部分※の床面積がいずれも100㎡以下
　•（５）項ロの用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の２分の１以上

※開放型特定共同住宅等（14階以下の部分に限る。）及び二方向避難・開放型特定共同住宅等にあっては、住戸内
の内装仕上げを準不燃材料とする等の措置を講じた場合、従来通り、共同住宅用スプリンクラー設備の免除が可能
（特定住戸利用施設を除く。）。

要件に該当する階にはスプリンクラー設備の設置が必要
となるが、共同住宅用スプリンクラー設備で代替可能と
する。

※１0階建て以下

※１0階建て以下

住戸利用施設が存する階にはスプリンクラー設備の設置
が必要となるが、共同住宅用スプリンクラー設備で代替
可能とする。

（５）項ロ 住戸利用
施設

（５）項ロ

（５）項ロ 住戸利用施設

（５）項ロ

住戸利用施設

（５）項ロ

（５）項ロ 住戸利用施設

（５）項ロ

（５）項ロ 住戸利用施設

（５）項ロ

〈40号省令を適用することができる防火対象物〉

※改正箇所は下線部

※構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。

〈10階建て以下の特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備での代替〉

【住戸利用施設の合計が3,000㎡以上となる場合】

【住戸利用施設が1,000㎡以上存する地階・無窓階及び住戸利用施設が1,500㎡以上存する４階以上の階を有する場合】

■：共同住宅用スプリンクラー設備の設置が必要な部分

■：共同住宅用スプリンクラー設備の設置が必要な部分
•４階
•住戸利用施設
　1,500㎡以上

•無窓階
•住戸利用施設
　1,000㎡以上
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４�　【改正事項③】「特定小規模施設における必要とさ
れる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
に関する省令」（平成20年総務省令第156号）に関
する事項

【改正概要】
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置すること

ができる防火対象物に、令別表第一（５）項イ及びロ以
外の用途に供される部分が存しない同表（16）項イの
用途に供される防火対象物で、延べ面積が300㎡以
上500㎡未満のもの（同表（５）項イの用途に供される
部分の床面積が300㎡未満のものに限る。）を追加す
る。

〈特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物〉

〈留意事項〉

①�　（２）項ニ、（５）項イ、（６）イ（1）から（3）、（６）
項ロ及びハ※（以下「（５）項イ等」という）の用途
に供されるもの

③�　（16）項イの用途に供されるもので、小規模特
定用途複合防火対象物（１（２）参照）に該当する
もの（（５）項イ等の用途に供される部分のみに設
置が義務付けられるものに限る）

②�　（16）項イの用途に供されるもので、（５）項イ
等の用途に供される部分が存するもの

④�　（16）項イの用途に供されるもので、以下のす
べての要件に適合するもの

　•延べ面積が300㎡以上500㎡未満
　•�（５）項イ及びロ以外の用途に供される部分が

存しない
　•�（５）項イの用途に供される部分の床面積が

300㎡未満

●④の防火対象物には廊下や階段等に感知器の設置が必要であること。
●警戒区域が２以上（階数が３以上）となる場合には受信機の設置が必要であること。
●（16）項イの用途に供される防火対象物（②・③・④）の設置対象部分は以下のとおりであること。
•②及び③は、（５）項イ等の用途に供される部分のみ
•④は、（５）項ロの用途に供される部分も含めた全体
注）�延べ面積が300㎡以上500㎡未満の（５）項ロの用途に供される防火対象物に、順次（５）項イが入居した場合、当
該部分の床面積が10％を超えた時点で当該設備を全体に設置する義務が生じることに留意すること。なお、（５）
項イの用途に供される部分の床面積が300㎡以上となった時点で当該設備を設置することができなくなるが、今後、
機器の開発状況等を踏まえて、引き続き基準の更なる合理化等を検討する予定であること。

【延べ面積300㎡未満の防火対象物】 【延べ面積300㎡以上の防火対象物】

※(６)項ハにあっては利用者を宿泊等させるものに限る。

＋ 以下の防火対象物を
追加

　別紙２〔略〕
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	 平成30年６月１日　消防予第372号〔	各都道府県知事、各指定都市市長宛　消防庁次長〕
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結
果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件
（平成30年消防庁告示第12号。以下「改正告示」と
いう。）が平成30年６月１日に公布されました。
今回の改正は、実機での検証や現場での実態調査に
基づく検討を踏まえ、非常電源（自家発電設備）の点検
方法を合理化する等の整備を行うものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その
運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事にお
かれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を
処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨
周知されるようお願いします。

記
１�　総合点検における運転性能に係る点検の見直しに
ついて
現行規定では、運転性能に係る点検の方法は負荷運
転に限られているところ、負荷運転の代替点検方法と
して、内部観察等を規定したこと。
２　負荷運転の実施周期の見直しについて
現行規定では、１年に１回の総合点検において負荷
運転を行う必要があるところ、潤滑油等の交換など運
転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている
場合には、点検周期を６年に延長することとしたこと。
なお、非常電源（自家発電設備）の点検実施時には、
以下の２点について留意されたい。
⑴�　平成29年６月以降に現行規定に基づく負荷運転
を実施している非常電源（自家発電設備）について
は、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じる
ことにより、当該負荷運転を実施してから６年を経
過するまでの間は、改正告示による改正後の昭和
50年消防庁告示第14号（消防用設備等の点検の基
準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検
票の様式）（以下「点検基準」という。）別表第24第
２項（６）に規定する運転性能に係る点検を実施しな

いことができること。
　�　ただし、平成29年５月以前に現行規定に基づく
負荷運転を実施している非常電源（自家発電設備）に
あっても、当該負荷運転を実施して以降、運転性能
の維持に係る予防的な保全策を講じていたことが過
去の記録等により確認できるものに限り、当該負荷
運転を実施してから６年を経過するまでの間は、点
検基準別表第24第２項（６）に規定する運転性能に
係る点検を実施しないことができること。
⑵�　平成29年６月以降に製造された非常電源（自家
発電設備）については、運転性能の維持に係る予防
的な保全策を講じることにより、製造年から６年
を経過するまでの間は、点検基準別表第24第２項
（６）に規定する運転性能に係る点検を実施しないこ
とができること。
　�　ただし、平成29年５月以前に製造された非常電
源（自家発電設備）にあっても、製造年以降、運転性
能の維持に係る予防的な保全策を講じていたことが
過去の記録等により確認できるものに限り、製造年
から６年を経過するまでの間は、点検基準別表第
24第２項（６）に規定する運転性能に係る点検を実
施しないことができること。
３　負荷運転の対象の見直しについて
現行規定では、総合点検の際に、すべての非常電源

（自家発電設備）に負荷運転を必要としているところ、
ガスタービンを原動力とする自家発電設備は負荷運転
を不要としたこと。
４　換気性能の点検の見直しについて
現行規定では、負荷運転時に換気性能に係る点検を
行うこととされているところ、無負荷運転時に換気性
能に係る点検を行うように変更したこと。
５�　施行期日等に関する事項について（改正告示附則
関係）
公布の日から施行することとしたこと。

○消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の
様式の一部を改正する件の公布について
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	 平成30年６月１日　消防予第373号〔	各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長宛　消防庁予防課長〕
消防用設備等の点検については、「消防用設備等の

点検要領の全部改正について」（平成14年６月11日
付け消防予第172号。以下「点検要領」という。）に
より運用いただいているところですが、「消防用設備
等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添
付する点検表の様式の一部を改正する件」（平成30年
消防庁告示第12号。以下「点検基準」という。）の公
布等に伴い、点検要領の一部を下記のとおり改正しま
したので通知します。
貴職におかれましては、その運用に十分配慮される

とともに、各都道府県消防防災主管部長におかれまし
ては、貴都道府県の市町村（消防の事務を処理する一
部事務組合等を含む。）に対しても周知されますようお
願いします。
なお、本通知は、消防組織法（昭和22年法律第

226号）第37条の規定に基づく助言として発出する

消防用設備等の点検要領
第１　消火器具
第２　屋内消火栓設備
第３　スプリンクラー設備
第４　水噴霧消火設備
第５　泡消火設備
第６　不活性ガス消火設備
第７　ハロゲン化物消火設備
第８　粉末消火設備
第９　屋外消火栓設備
第10　動力消防ポンプ設備
第11　自動火災報知設備
第11の２　ガス漏れ火災警報設備
第12　漏電火災警報器
第13　消防機関へ通報する火災報知設備
第14　非常警報器具及び設備
第15　避難器具
第16　誘導灯及び誘導標識
第17　消防用水
第18　排煙設備
第19　連結散水設備
第20　連結送水管（共同住宅用連結送水管）

ものであることを申し添えます。

記
点検要領の別添の一部を次のように改正する。

「第24　非常電源（自家発電設備）」を本通知別添１
のとおりに改める。
「第33　特定小規模施設用自動火災報知設備」を本
通知別添２のとおりに改める。
「第35　複合型居住施設用自動火災報知設備」を本
通知別添３のとおりに改める。
なお、別紙については点検要領の一覧であり、下線
のあるものが今回一部改正した点検要領であること。
また、参考資料として新旧対照表を添付するので、執
務上の参考とされたい。

第21　�非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセ
ント設備）

第22　無線通信補助設備
第23　非常電源（非常電源専用受電設備）
第24　非常電源（自家発電設備）
第25　非常電源（蓄電池設備）
第25の２　非常電源（燃料電池設備）
第26　配線
第27　総合操作盤
第28　パッケージ型消火設備
第29　パッケージ型自動消火設備
第30　共同住宅用スプリンクラー設備
第31　共同住宅用自動火災報知設備
第32　�住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常

警報設備
第33　特定小規模施設用自動火災報知設備
第34　加圧防排煙設備
第35　複合型居住施設用自動火災報知設備
第36　特定駐車場用泡消火設備

別添１・２・３、参考資料〔略〕

○消防用設備等の点検要領の一部改正について（通知）

別紙
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問１�　40号省令第２条第１号に規定する特定共同住宅等で、延べ面積が1,000㎡以上の令別表第１（16）項イとなるもの
であっても、同条第１号の２に規定する住戸利用施設の床面積の合計が1,000㎡未満であるものについては、令第32条
の規定を適用し、共同住宅用スプリンクラー設備、連結送水管（共同住宅用連結送水管を含み、加圧送水装置を設けたも
のに限る。）及び非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備を含む。）に附置する非常電源を非常電源専用受電
設備としてよいか。

問２�　直接外気に開放されている部分（常時外気に面する部分から概ね５メートル未満の部分等をいう。）に面する換気口等で、
「直径0.15メートル未満のもの」及び「直径0.15メートル以上で防火設備が設けられたもの」は、規則第13条第１項
第１号の２の適用にあたり、同号ハに規定する開口部として取り扱わないこととしてよいか。

　　�　また、規則第12条の２第１項第１号及び第２号、第13条第１項第１号、同条第２項、第28条の２第１項第４号及
び第４号の２、同条第２項第３号及び第３号の２並びに７号省令第３条第３項第４号の規定においても同様に取り扱っ
てよいか。

問３�　156号省令第２条第２号に規定される特定小規模施設用自動火災報知設備を同省令第３条第２項に定める技術上の
基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、令第５条の８の規定に基づき条例に定められた適用除外
の規定により、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の設置を免除してもよいか。

別添

	 平成30年６月15日　消防予第426号〔	各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁･各指定都市消防長宛　消防庁予防課長〕
標記の件について、別添のとおり質疑応答をとりま
とめましたので、執務上の参考としてください。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴
都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務
組合等を含む。）に対して、この旨周知していただきま

すようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法（昭和22年法律第
226号）第37条の規定に基づく助言として発出する
ものであることを申し添えます。

○消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）

答　差し支えない。

答　前段、後段ともに差し支えない。

答　差し支えない。
　�　なお、各消防本部における運用等を踏まえて、「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」
（平成16年総務省令第138号）及び「火災予防条例（例）について」（昭和36年11月22日付け自消甲予第73号）は、今後改
正を検討していくことを申し添える。

1401_4c.indd   65 2018/07/18   17:26



66　「月刊フェスク」’18.8

■平成30年６月の主な通知等
発番号 日　付 宛　先 発信者 標　題

消防予第369号 ６月１日 各都道府県知事、各指
定都市市長

消防庁次長 ○消防法施行規則等の一部を改正する省令
の公布について

事務連絡 ６月１日
各都道府県消防防災主
管課、東京消防庁・各
指定都市消防本部

消防庁予防課 ○消防法施行規則等の一部を改正する省令
等の参考資料の送付について

消防予第372号 ６月１日
各都道府県知事、各指
定都市市長

消防庁次長 ○消防用設備等の点検の基準及び消防用設
備等点検結果報告書に添付する点検票の
様式の一部を改正する件の公布について

消防予第373号 ６月１日
各都道府県消防防災主
管部長、東京消防庁・
各指定都市消防長

消防庁予防課長 ○消防用設備等の点検要領の一部改正につ
いて（通知）

消防救第109号 ６月４日
各都道府県消防防災主
管部長、東京消防庁・
各指定都市消防長

消防庁救急企画室長 ○救急活動時における適正な観察の実施に
ついて

消防災第103号 ６月５日 各都道府県消防防災主
管部長

消防庁国民保護・防災
部防災課長

○平成30年度総合防災訓練大綱について

事務連絡 ６月６日

各都道府県消防防災主
管部（局）、東京消防
庁・各指定都市消防本
部

消防庁救急企画室 ○救命止血帯（ターニケット）の普及を目的
とした教育について（情報提供）

消防消第150号
消防地第190号 ６月13日

都道府県消防防災主管
部局長

消防庁消防・救急課
長、消防庁国民保護・
防災部地域防災室長

○消防職団員の安全管理等（熱中症対策）の
再徹底について

消防危第112号 ６月14日
各都道府県消防防災主
管部長、東京消防庁・
各指定都市消防長

消防庁危険物保安室長 ○危険物運搬容器の誤表示について

消防予第426号 ６月15日
各都道府県消防防災主
管部長、東京消防庁･
各指定都市消防長

消防庁予防課長 ○消防用設備等に係る執務資料の送付につ
いて（通知）

消防危第114号 ６月19日

大阪府及び京都府消防
防災主管部長、大阪市
消防局長・京都市消防
局長

消防庁危険物保安室長 ○大規模地震発生後の危険物施設の安全確
保について

事務連絡 ６月22日
各都道府県消防防災主
管部（局）、各都道府
県衛生主管部（局）

消防庁救急企画室、厚
生労働省医政局地域医
療計画課

○「我らの地域のメディカルコントロール
取組事例発表“ベストプラクティス
2018”」の募集について

消防救第128号 ６月25日

各都道府県消防防災主
管部（局）長、東京消
防庁・各指定都市消防
長

消防庁救急企画室長 ○救急業務実施時における交通事故防止の
徹底について
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